
第二二回

参第二号

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改

正する法律（案）

　地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律（昭和三十年法

律第二号）の一部を次のように改正する。

　第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

　（市町村の議会の議員及び長の任期の特例）

第七条　第一条の規定により行われる市町村の選挙の期日がその議会の議員又は長の任期

満了の日後であるときは、当該議会の議員又は長は、地方自治法第九十三条第一項又は

第百四十条第一項の規定にかかわらず、次の議会の議員又は長についての公職選挙法第

百一条第二項の規定による告示の日の前日までは、引き続き当該議会の議員又は長とし

て在任するものとする。

附　則

　この法律は、公布の日から施行する。



理　由

　市町村の議会の議員及び長の選挙が、昭和三十年四月三十日に統一的に行われるため、

その期日以前に任期の満了する市町村の議会の議員及び長について任期の特例を設け、市

町村の事務に空白が生ずるのを防ぐ必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ

る。


